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bousai.takehara-city@raiden3.ktaiwork.jp【日本語用】　
迷惑メール防止設定をしている人は「takehara-city@raiden3.ktaiwork.jp」を受信できるようご確認ください。

れ
んらく

板竹原市役所

〒 725-8666

竹原市中央五丁目 1番 35号

https://www.city.takehara.lg.jp/

　国民年金第１号被保険者及び

任意加入被保険者（65 歳以上

の人を除く）は、定額保険料（令

和３年度は月１６，６１０円）

に付加保険料を上乗せして納め

ることで、受給する年金額を増

やすことができます。

●付加保険料

　４００円／月

●付加年金額

　２００円×付加保険料納付月数

※付加保険料の納付は、申し込

　んだ月分からです。納付を希

　望する人は、市役所で手続き

　を行ってください。

※年金受給開始２年間で、支払

　った付加保険料と同額の付加

　年金を受給できます。

※国民年金基金に加入中の人、

　国民年金保険料納付の免除の

　承認を受けている人は、付加

　保険料を納付できません。

※老齢基礎年金を 65 歳より前

　に繰り上げ受給または 66 歳

　以後に繰下げ受給しようとす

　る場合には、付加年金額も老

　齢基礎年金額と同じ割合で減

　額または増額されます。

問い合わせ

　市民課医療年金係

　☎２２-７７３４

　呉年金事務所

　☎０８２３-２２-１６９１

　　　　付加保険料の納付で

　　　　年金受給額が増額

　広島法務局及び広島県人権擁

護委員連合会では、いじめ問題

などの解決を支援するため、専

用相談電話を平日８時 30 分から

17 時 15 分まで開設しています。

　さらに８月 27 日（金）から

９月２日（木）までの間を、全

国一斉強化週間として、相談時

間を延長します。（平日８時 30

分～ 19 時、土・日 10 時～ 17 時）

相談ダイヤル

　☎０１２０-００７-１１０

実施機関

　広島法務局、広島県人権擁護

委員連合会

問い合わせ　

　地域づくり課人権男女共同参画係

　☎２２-７７３６

　　　子どもの人権

　　　１１０番

人のうごき
（住民基本台帳登録者数）

人口　２４，２７６人

男　　１１，６１５人

女　　１２，６６１人

　　　　１２，１８５世帯

　１年前　２４，８２３人

　５年前　２６，９５７人

－６月 30 日現在－

　売買などで次の面積以上の土

地取引を行う場合は、国土利用

計画法に基づく県知事への届出

が必要です。

　契約日を含めて２週間以内に

届出を行ってください。また、

届出方法など、詳しくはお問い

合わせください。

○届出が必要な区域

　都市計画区域（竹原市全域）

○届出が必要となる面積

　５，０００㎡以上

問い合わせ

　都市整備課都市計画係

　☎２２-７７４９

　　　大規模な土地取引

　　　には届出が必要です

　現在、児童扶養手当・特別児

童扶養手当を受給している人は

「現況届」の提出が必要です。

　受給者に送付している通知の

内容を確認して、期限までに提

出してください。

問い合わせ

　社会福祉課子ども福祉係

　☎２２-７７４２

　　　児童扶養手当など

　　　現況届の提出を

広
告広報に広告を掲載してみませんか？

　「広報たけはら」に掲載する広告を募集してい

ます。複数月で申し込まれた場合には、掲載料割

引があります。詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ

　総務課資産活用係

　☎２２-７７１９
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　発達障害のある人には、集中す

ることが苦手、集団行動が苦手、

読み書きや計算が困難、できるこ

ととできないことの差がありすぎ

るなどの特徴があります。

●どうしたらいいの？

　生活するうえで苦手なところ

に対する工夫や支援を、支援者が

一緒に考えます。気になることが

ありましたら、相談支援事業所へ

お気軽にご相談ください。子ども

から大人まで対象としています。

問い合わせ

　相談支援事業所　

　地域支援センター　まいらいふ

　☎２２－６５５６

　【その他の相談窓口】

●乳幼児期の発達面での相談

　保健センター

　 ☎２２-７１５７

● 18 歳未満の子どものあらゆる相談

　竹原市家庭児童相談室

　☎２２-３５４４

防災情報メールサービスへ登録を―市から防災情報を無料で配信―
12ページ上部ＱＲコードまたはＵＲＬへ空メールを送信後、配信希望内容を選択すれば登録完了

　違反した場合、５年以下の懲役若し

くは 1,000 万円以下の罰金、またはこ

れらが併科されます。ルールとマナー

を守ってきちんと処分しましょう。

問い合わせ

　市民課生活環境係

　☎２２-２２７９

　　　廃棄物の焼却は

　　　禁止です

　６月１日から新たな「営業の

許可制度」「営業の届出制度」

が始まり、これまで営業許可・

営業届出が不要であった食品等

事業者も、新たに営業許可の取

得・営業届出が必要となる場合

があります。

【主な見直し内容】

●「営業の許可制度」の見直し

・漬物製造業、水産製品製造業、

密封包装食品製造業、液卵製造

業、食品の小分け業などが新た

な許可業種として、営業許可の

取得が必要となりました。

・営業許可の要件である施設基

準が全面的に改正されました。

●「営業の届出制度」の創設

・食品衛生法の「要許可業種」

と「届出が不要な業種」以外の

営業者は、保健所への届出が必

要になりました。（11 月 30 日

までに届出をしてください。）

　インターネットでの入力か、

所定の様式を提出してください。

　詳しくは西部

東厚生環境事務

所・保健所のホ

ームページをご

覧ください。

問い合わせ

　広島県西部東保健所生活衛生課

　☎０８２-４２２-６９１１

　　　食品衛生法が

　　　改正されました

　　　　「発達障害」 の

　　　　相談はこちら

　　　下水道への

　　　早期接続を

下水道の役割とは　

　家庭から出る汚水を下水道管

を使って排水し、快適で衛生的

な生活環境を提供します。また、

雨水を素早く排水することで、

浸水からまちを守ります。

下水道への早期接続をお願いします

　下水道は、それぞれのご家庭

に接続していただくことで、は

じめてその価値が発揮されま

す。一日も早く水洗化工事を

行ってください。

〇水洗化率　83.7％　

　（令和３年３月末現在）

※水洗化率とは、下水道が利用

　できる区域のうち接続工事を

　して下水道を利用している人

　の割合のことです。

汚水ますのふたを開けないでください

　市の下水道は、分流式という汚水

と雨水を分けて処理する方式です。

　台風や大雨時に汚水ますのふ

たを開け雨水を取り込むと、下

水管はたちまち一杯になり、汚

水があふれ出ます。また、重大

な事故にもつながる危険もあり

ます。

問い合わせ

　下水道課庶務係

　☎２２-７７５１

広
告

９月 10 日は下水道の日

標語

「下水道　雨水も汚水もすーいすい」
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　次の収集日について該当とな

る地区は、休日収集・振替収集

を行います。

◆もやせる物

　８月９日（月）　 →　収集します

　９月 20 日（月）　→　収集します

　９月 23 日（木）　→　収集します

◆もやせない物

　８月９日（月）　 →　８月12日（木）

　９月23日（木）　→　９月24日（金）

◆リサイクルする物

　９月20日（月）　→　９月17日（金）

◆粗大ごみ

　８月９日（月）　 →　８月10日（火）

　９月20日（月）　→　９月21日（火）

問い合わせ

　市民課生活環境係

　☎２２-２２７９

れんらく板

　登録の申し込みのあった空き

家情報を市ホームページなどで

紹介して、空き家を購入したい

人や借りたい人に情報を提供す

る制度です。

　竹原市で中古住宅をお探しの

場合は、空き家バンクサイトを

ご覧ください。

　また、賃貸借や売買が可能な空

き家をお持ちの人の空き家バンク

への登録をお待ちしています。

問い合わせ

　産業振興課商工観光振興係

　☎２２-７７４５

　国の事業を活用した鳥獣侵入

防止柵（ワイヤーメッシュ柵）

の令和４年度における設置・取

組地域を募集します。

　事業の採決には、多数の要件を

すべて満たす必要があります。

要件の一部

●設置する侵入防止柵の受益者

　が販売農家３戸以上であること

●受益農地において鳥獣の被害

　があり、侵入防止柵を設置す

　ることで、設置費用以上の効

　果が見込まれること

●設置する侵入防止柵の耐用年

　数の期間、営農及び侵入防止

　柵の管理ができること

　詳細は市ホームページまたは産

業振興課へお問い合わせください。

問い合わせ　

　産業振興課農林水産振興係　

　☎２２-７７４５

　出場チームを募集します。今

大会から大人と子どもの混合

チームで参加できるミニ駅伝部

門を新設しました。家族、お友

達同士で参加しませんか？

日時　10 月 17 日（日）

部門　郡市、一般男子、一般女子

　（オープン）、中学校男子、中学

校女子、ミニ駅伝（オープン）

コース　賀茂川中学校（発着）

　　　　　～仁賀町（折り返し）

参加費　3，000 円

※一般女子・ミニ駅伝は 1，000 円、

　中学生は無料

申し込み・問い合わせ

　９月７日（火）（必着）までに

文化生涯学習課生涯学習係へ。

　☎２２-２３２８

　ＦＡＸ　２２-８４６０

　　　第 67 回竹原駅伝

　　　競走大会について
①空き家の除却工事費を補助

　老朽化し危険な空き家の除却

工事に必要な費用の一部を補助

対象　特定空家または市の認定を

　受けた空き家（事前申請が必要）

補助金額　除却工事費の３分の

　１以内（上限 30 万円）

②空き家の改修工事費を補助

　市外居住者が空き家を取得（取得後

６か月経過していないこと）し、居住

のために必要な改修費の一部を補助

対象　空き家バンクに登録された物 

　件、１戸建て住宅又は併用住宅のう

　ち、居住の用に供されなくなった日

　から１か年以上経過した空き家

補助金額　改修工事費の２分の

　１以内（上限 100 万円）

要件　取得した空き家に住民登

　録すること等

③空き家の家財道具処分費を補助

　空き家内にある家財道具処分

費の一部を補助

対象　②と同じ

補助金額　処分費の２分の１以

　内（上限 10 万円）

要件　３年以上、空き家バンク 

　へ登録すること等

※各補助制度には、諸条件があります

　ので、必ず事前にご相談ください。

申請期間　11 月 30 日（火）まで

問い合わせ　都市整備課住宅建築係

　　　　　　 ☎２２-７７４９

　　　　空き家対策補助金 　　　鳥獣被害防止総合

　　　総合対策交付金

　　　ご利用ください

　　　空き家バンク

　的場公園は次の期間、夜間の

車両進入を禁止します。

期間　７月17日（土）～８月31日（火）

※期間中は、公園の入口を施錠します

※公園内での花火、キャンプ、

　火気の使用は禁止していま　

　す。ご協力をお願いします。

問い合わせ　都市整備課都市計画係

　　　　　　☎２２-７７４９

　　　 夜間の車両進入

　　　 を禁止します

　　　　ごみの臨時収集日


